
車体の大きさ及び構造が道路交通法施行規則第９条の２の２で定める
基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの。

※普通自転車とは：

普通

（道路交通法施行規則第９条の２の２とは：冊子の最後に添付の資料をご覧ください。）






